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「デジタル教科書研究」投稿・審査規定 

 

日本デジタル教科書学会 編集委員会 

 

1 編集方針 

1.1 デジタル教科書の発展に寄与する研究論文を掲載する。 

1.2 「デジタル教科書」は広い意味で考える。研究内容とデジタル教科書の関係に

ついて、著者の定義や考えに基づき、論文の冒頭で論じることを求める。 

1.3 デジタル教科書に批判的な内容の論文であっても、以下に述べる掲載基準を満

たしていれば、積極的に掲載する。 

1.4 学際的な学会の論文誌であるので、様々な領域の研究者・実践者にとって理解

できる記述を求める。 

2 論文の種類と掲載基準 

2.1 受理できる論文の種類は、以下の６種とする。 

原著（一般）、原著（実践）、原著（展望） 

報告（一般）、報告（実践）、報告（展望） 

2.2 原著論文は、理論的、実証的、開発的、実践的、展望的論文であり、研究論文

としての批判に耐えられる新規性、妥当性、信頼性を十分に備えた論文とする。 

2.3 報告論文は、理論的、実証的、開発的、実践的、展望的論文であり、研究論文

としての批判に耐えられる新規性、妥当性、信頼性をある程度備えつつ、速報

性や資料的価値を備えた論文とする。 

2.4 一般カテゴリーの論文は、研究目的が明確で、理論的、実証的、開発的な方法

論によりその目的に合致した結果が得られ、妥当な考察がなされた研究をまと

めた論文である。 

2.5 実践カテゴリーの論文は、研究目的が明確で、その目的に合致した教育実践が

なされ、妥当な考察がなされた研究をまとめた論文である。 

2.6 展望カテゴリーの論文は、理論的、実証的、開発的、実践的な先行研究を十分

に参照しながら、オリジナルな視点から将来的展望について言及した論文であ

る。 

2.7 いずれの論文も、目的、方法、結果、考察等が学術論文として十分に記述され
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ていることを求める。 

3 投稿資格 

3.1 筆頭著者は、日本デジタル教科書学会の会員であることを求める。第 2 著者以

降は、非会員でも投稿、掲載が可能である。 

3.2 上記は、日本デジタル教科書学会に入会手続き中であってもよい。 

4 審査手続き 

4.1 原著論文、報告論文のいずれも、投稿された個々の論文に対して担当編集委員

が割り振られ、担当編集委員が著者との連絡・調整を行う。 

4.2 原著論文、報告論文のいずれも、担当編集委員が 2 名の査読者を割り振る。著

者に査読者名は伝えられない。また、査読者に著者名は伝えられない。ただし、

報告論文の場合に限り、査読者のうち 1 名を編集委員の中から選ぶ。編集委員

には著者名が伝えられる。 

4.3 査読者は、以下の 4カテゴリーの中から 1つを選び、判定する。 

 Ａ：採択…そのまま掲載可能（誤字脱字等の微修正は除く） 

 Ｂ：修正後採択…採録条件を明示した上で、採録条件に沿った修正あるい

は採録条件に従わない妥当な理由が認められれば掲載可能。 

 Ｃ：修正後再審査…疑問点、不明点、詳しい説明が必要な点等を明示した

上で、著者修正後に再審査を行い、掲載の可否を判断。 

 Ｄ：掲載不可…掲載は不可能。掲載不可の理由を明示する。 

4.4 初回審査の結果、2名の査読者のうち少なくとも一方がＣの場合、再審査とする。 

4.4.1 2名ともＣの場合、修正後に再審査を行う。 

4.4.2 2名の査読者の一方がＣ、一方がＡ、Ｂ、Ｄの場合、再審査は原則としてＣ

と判定した査読者のみに対して行う。ただし、再審査の過程で内容の大幅

な改編がある場合は、編集委員会の判断で、Ａ、Ｂ、Ｄと判定した査読者

に照会することがある。 

4.4.3 再審査の判定は、Ａ、Ｂ、Ｄのいずれかとする。 

4.5 初回審査または再審査の結果、2名の査読者ともＡまたはＢの場合、原則として

採択とする。また、ともにＤの場合、原則として不採択とする。 

4.6 初回審査または再審査の結果、2名の査読者の一方がＡまたはＢ、一方がＤの場

合、次のように対処する。 
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4.6.1 原著の場合、担当編集者がもう 1 名の査読者を割り振る。ＡまたはＢの場

合採択、Ｃの場合再審査、Ｄの場合不採択と判定する。 

4.6.2 報告の場合、編集委員会が掲載の可否を決定する。 

4.7 審査の過程は原則として上記に従うが、編集委員会が上記によらずに判断する

ことがある。 

4.8 著者が論文を取り下げる場合、担当編集委員が決まるまでは編集委員会に、担

当編集委員が決まってからは担当編集委員に随時連絡する。 

4.9 不採択または取り下げされた原稿は、原則として再投稿できない。ただし、内

容の大幅な改編をした場合には、その改編内容を明示した上で、投稿前に編集

委員会に問い合わせる。編集委員会の判断によって、再投稿を認めることがあ

る。 

5 出版形態 

5.1 原則として電子出版とする。 

5.2 紙の論文誌は発行しないが、希望に応じて実費で作成する。詳細は別途定める。 

5.3 抜き刷りは、希望に応じて実費で作成する。詳細は別途定める。 

5.4 出版費用は無料である。ただし、特別な要求がある場合には、著者負担を求め

ることがある。 

6 著作権と論文公開 

6.1 著作権は、日本デジタル教科書学会に帰属する。 

6.2 著者は、論文がインターネットを通じて公開されることを了承する。 

6.3 著者は、自身の論文を自由に公開し、利用することができる。 

7 原稿の書き方 

7.1 執筆要領に従う。 

7.2 氏名、所属先、謝辞等、執筆者を明示あるいは推測できる情報を排除した原稿

を作成し、投稿する。 

7.3 刷り上がり 20ページを上限とする。ただし、編集委員会が認める場合、その限

りではない。 

7.4 図等にカラーを用いてもよい。ただし、モノクロ印刷時に判別ができるものが

望ましい。 

7.5 言語は原則として日本語とする。他言語で執筆の原稿の場合、著者が投稿前に
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編集委員会に問い合わせ、その都度編集委員会が判断する。 

8 投稿手順 

8.1 以下の日本デジタル教科書学会編集委員会のメールアドレスに投稿する。 

edit@js-dt.jp 

8.2 氏名と所属先等を除いた原稿と、除かれていない原稿ともに、オリジナル版と

pdf版の両方を提出する。 

8.3 別途定める投稿票に記入し、提出する。 

8.4 提出は，原則として編集委員会宛の電子メールに添付して行う。ファイルサイ

ズが大きい場合は、事前に編集委員会に問い合わせる。 

9 その他 

9.1 研究実施や論文執筆にあたって、十分な倫理的配慮を行う。 

9.2 二重投稿は禁止する。すなわち、デジタル教科書研究に投稿される論文は、他

の雑誌等に掲載されている論文、他の雑誌等で審査中の論文であってはならな

い。また、デジタル教科書研究で審査中の論文は、他の雑誌等に投稿してはな

らない。ただし、学会における口頭発表、学位論文等は、二重投稿にあたらな

い。投稿しようとしている論文が二重投稿にあたるかどうかは、各領域の慣例

に従う。 

9.3 掲載にあたって著作権者の了承が必要な内容を含む場合、著者の責任で解決し

ておく。 

9.4 論文誌には、学会のお知らせ、会員動向等、会員にとって有用な情報を含める

ことがある。 

 

2013年 3月 30日 制定 

2016年 4月 1日 一部改訂 

 

 


